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所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
、
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
学
生
に
は
、
学
生
納

付
特
例
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
免
除
、
猶
予
お
よ
び
学
生
納
付
特
例
の
審
査

は
、
申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所
得
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
ま
す
。

■
申
請
で
き
る
期
間

　
申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
の
月
分
か
ら
申

請
日
が
属
す
る
年
度
末
ま
で
（
申
請
時
点
で
保

険
料
が
納
付
済
の
月
は
除
く
）。

（
年
度
の
周
期
）

・
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
月
〜
翌
年
6
月

・
学
生
納
付
特
例
　
　
4
月
〜
翌
年
3
月

■
所
得
審
査
対
象
者

・
免
除
　
本
人
と
、
配
偶
者
、
世
帯
主

・
若
年
者
納
付
猶
予
　
本
人
と
配
偶
者

・
学
生
納
付
特
例
　
本
人

※
そ
れ
ぞ
れ
に
失
業
等
の
特
例
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

■
受
付
場
所

　
日
本
年
金
機
構
　
佐
賀
年
金
事
務
所

　
佐
賀
市
役
所
　
1
階
3
・
4
番
窓
口

　
ま
た
は
各
支
所
　
保
健
福
祉
課

■
持
参
す
る
も
の

　
年
金
手
帳
、
認
印
、
会
社
等
を
退
職
し
た
人

は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
等

　
学
生
納
付
特
例
に
は
在
学
期
間
が
わ
か
る
学

生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
が
必
要

で
す
。

※
申
請
年
度
の
直
前
の
1
月
1
日
に
、
佐
賀
市

に
住
民
票
が
な
か
っ
た
人
は
、
当
時
の
住
所

地
で
の
所
得
証
明
書
（
所
得
と
控
除
の
内
訳

が
分
か
る
も
の
）
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
家
族
な
ど
が
代
理
で
申
請
す
る
場
合
は
、
来

庁
者
の
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
の
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
追
納

　
承
認
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
で
き
、
将

来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
、
3
年
度
目
以
降
に
納
付
す
る
場
合
は
、

保
険
料
に
一
定
の
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
平
成
26
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は

　月
額
1
5
，2
5
0
円
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
平
成
16
年
度
に
決
め

ら
れ
た
毎
年
度
の
保
険
料
額
に
保
険
料
改
定
率

を
乗
じ
て
決
定
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　日
本
年
金
機
構

　佐
賀
年
金
事
務
所

☎
31
・
4
1
9
4
FAX 

31
・
0
9
4
9

　本
庁

　保
険
年
金
課

　国
民
年
金
係

☎
40
・
7
2
7
5
FAX 

40
・
7
3
9
0

◎
問
い
合
わ
せ

　本
庁

　保
険
年
金
課

　給
付
係

　ま
た
は
各
支
所

　保
健
福
祉
課

☎
40
・
7
2
7
1
FAX 

40
・
7
3
9
0

4
月
か
ら
、国
民
健
康
保
険
の
70
歳
か
ら
74
歳
の
被
保
険
者

（
高
齢
受
給
者
）の
一
部
負
担
金
割
合
が
段
階
的
に
変
わ
り
ま
す

4
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
申
請
で
き
る
期
間
を
拡
大
し
ま
す

　
平
成
26
年
4
月
2
日
以
降
に
70
歳
と
な
る
、

誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
2
日
以
降
の
人
は
、

医
療
機
関
窓
口
で
の
一
部
負
担
金
割
合
が
2
割

と
な
り
ま
す
。
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
1
日

以
前
の
人
は
1
割
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
（
注
）。

詳
し
く
は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
誕
生
日
の
翌
月
（
誕
生
日
が
1
日
の

人
は
当
月
）
か
ら
2
割
と
な
り
ま
す
の
で
、
誕

生
月
の
月
末
頃
に
、
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
た

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

注
：
現
役
並
み
所
得
者
（
市
民
税
課
税
所
得
が

1
4
5
万
円
以
上
の
高
齢
受
給
者
）
が
い
る

世
帯
の
高
齢
受
給
者
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

一
部
負
担
金
割
合
は
3
割
で
す
（
収
入
額
に

よ
る
再
判
定
あ
り
）。

【
平
成
26
年
度
中
の
一
部
負
担
金
割
合
の
判
定
】

　
次
の
年
度
の
市
民
税
課
税
所
得
に
よ
り
判
定

し
ま
す
。

○
平
成
26
年
4
月
〜
7
月

　
平
成
25
年
度
（
平
成
24
年
分
所
得
）

○
平
成
26
年
8
月
〜
平
成
27
年
3
月

　
平
成
26
年
度
（
平
成
25
年
分
所
得
）

※
所
得
や
世
帯
構
成
の
異
動
等
に
よ
り
、
一
部

負
担
金
割
合
が
変
更
と
な
る
人
に
は
、
随
時

新
た
な
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
送

付
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
の

送
付
用
封
筒
に
掲
載
す
る
広
告
の
募
集

　
事
業
活
動
・
業
務
の
宣
伝
に
活
用

で
き
ま
す
。
作
成
し
た
封
筒
は
、
平

成
26
年
度
中
の
課
税
業
務
に
使
用
し

ま
す
。

■
広
告
を
募
集
す
る
媒
体

　
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
送

付
用
封
筒

■
広
告
欄
の
大
き
さ
と
募
集
枠

　
封
筒
の
裏
面
に
縦
6
㎝
×
横
7
㎝

の
1
枠
分
（
図
1
）

■
広
告
料
と
掲
載
決
定
方
法

　
最
低
価
格
は
3
万
5
千
円
（
税
込
）

と
し
、
審
査
後
、
最
高
価
格
の
申
込

者
を
決
定
と
し
ま
す
。

■
作
成
枚
数
　
3
5
，0
0
0
枚

　（
平
成
25
年
度
使
用
実
績
）

　
6
月
発
送
：
2
9
，6
1
0
枚

　
随
時
発
送
：
約
5
，0
0
0
枚

■
申
込
方
法

　
所
定
の
申
込
書
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
。
申
込
書
は
担
当
課
に
用
意
す
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
募
集
す
る
広
告
は
公
共
性
、
品
位

を
損
な
う
恐
れ
の
な
い
も
の
な
ど

一
定
の
制
限
を
設
け
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
申
込
期
限
　
3
月
31
日
（
月
）

　
4
月
1
日
か
ら
消
費
税
法
の
一
部

が
改
正
さ
れ
、
消
費
税
率
が
5
％
か

ら
8
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
佐
賀
市
の
行
う
事

業
お
よ
び
施
設
等
の
各
種
使
用
料
・

料
金
等
も
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
各
部
署
・
施
設
等
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
使
用
料
・
料
金
等
の
改
定

○
文
化
関
連
施
設
な
ど

・
文
化
会
館

・
市
民
会
館

・
歴
史
民
俗
館

・
市
立
公
民
館

・
市
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

・
市
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

・
市
立
図
書
館

・
産
業
振
興
会
館

・
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

・
街
な
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

・
街
な
か
交
流
広
場
（
6
5
6
広
場
）

・
地
場
産
品
交
流
会
館

・
産
業
支
援
プ
ラ
ザ

・
T
O
J
I
N
茶
屋

・
文
化
交
流
プ
ラ
ザ

・
鵆
（
ち
ど
り
）
の
湯

・
や
ま
び
こ
の
湯

・
や
ま
び
こ
交
流
館

・
大
和
町
松
梅
地
区
活
性
化
施
設

・
市
川
活
性
化
施
設

・
市
立
東
与
賀
文
化
ホ
ー
ル

・
佐
野
常
民
記
念
館

○
保
健
福
祉
関
連
施
設

・
富
士
大
和
温
泉
病
院

・
佐
賀
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
保
健
福
祉
会
館

・
生
き
が
い
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

・
久
保
田
保
健
セ
ン
タ
ー

・
久
保
田
農
村
高
齢
者
交
流
施
設

○
体
育
施
設
な
ど

・
健
康
運
動
セ
ン
タ
ー

・
市
民
運
動
広
場

・
佐
賀
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

・
市
立
野
球
場

・
市
立
弓
道
場

・
市
立
体
育
館

・
市
立
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

・
西
神
野
運
動
広
場

・
市
立
諸
富
文
化
体
育
館

・
市
立
諸
富
公
園
体
育
施
設

・
市
立
春
日
運
動
広
場

・
市
立
大
和
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

・
市
立
大
和
中
央
公
園
体
育
施
設

・
市
立
富
士
運
動
広
場

・
市
立
富
士
山
村
広
場

・
市
立
三
瀬
グ
ラ
ウ
ン
ド

・
市
立
三
瀬
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
市
立
三
瀬
プ
ー
ル

・
市
立
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
川
副

・
市
立
東
与
賀
運
動
公
園

・
市
立
久
保
田
グ
ラ
ウ
ン
ド

○
公
園
な
ど

・
神
野
の
お
茶
屋

・
隔
林
亭

・
金
立
山
い
こ
い
の
広
場

・
巨
石
パ
ー
ク

・
大
和
中
央
公
園
花
し
ょ
う
ぶ
園

・
肥
前
国
庁
跡
歴
史
公
園

・
観
光
キ
ャ
ン
プ
場

・
干
潟
よ
か
公
園

・
神
水
川
公
園

・
三
瀬
体
験
農
園
施
設

○
そ
の
ほ
か

・
市
営
バ
ス

・
水
道
、
下
水
道

・
市
営
浄
化
槽

・
工
業
用
水
道

・
し
尿
く
み
取
り

・
漁
港
管
理

・
温
泉
施
設
へ
の
給
湯

・
準
用
河
川
管
理

・
農
業
集
落
排
水
処
理

・
佐
賀
市
有
線
テ
レ
ビ

・
佐
賀
市
自
転
車
駐
車
場

・
道
路
占
用
料

・
法
定
外
公
共
物
管
理

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

☎
40
・7
2
7
2

FAX 

40
・
7
3
9
0

〒
8
4
0
‐
8
5
0
1

佐
賀
市
栄
町
1
番
1
号

佐
賀
市
役
所

保
険
年
金
課

4
月
1
日
か
ら

使
用
料
・
料
金
等
を
改
定
し
ま
す

昭和19年
3月2日～4月1日

昭和19年
3月1日以前

平成26年3月
診療分

1割（特例措置）

3割

3割

平成26年4月
診療分

1割（特例措置）

1割（特例措置）

3割

平成26年5月以降
診療分

1割（特例措置）

1割（特例措置）

2割

誕生日

医療機関等窓口での一部負担金割合

昭和19年
4月2日以降

6㎝

（図1）

7㎝

広  告


